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５ 監 第 2 9 号 

令和５年７月12日 

 

 い わ き 市 議 会 議 長  大 峯 英 之 様 

 い わ き 市 長  内 田 広 之 様 

 

 

いわき市監査委員  増 子 裕 昭   

同      大和田 了 寿   

同      安 田 成 一   

同      福 嶋 あずさ   

 

   定期監査等の結果に関する報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定による監査をいわ

き市監査基準に基づき実施しましたので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を次

のとおり提出します。 

 

１ 監査の対象 

 ⑴ 農林水産部 

 ⑵ 土木部 

 

２ 監査実施期間 

  令和５年４月14日から同年７月７日まで 

 

３ 監査の範囲 

  令和４年４月１日から令和５年３月31日までに、執行された財務に関する事務等について、

次の項目が適正かつ効率的に行われているかを監査した。 

 ⑴ 予算の執行 

 ⑵ 収入事務 

 ⑶ 支出事務 

 ⑷ 契約事務 

 ⑸ 財産管理事務 

 ⑹ その他 

 

４ 監査の対象のリスク 

  監査業務を効率的かつ効果的に実施するため、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスク

の内容及び程度を評価した上で、本市においてリスクが高いと評価される事務を選定して監査

した。 

 ⑴ 随意契約に関する事務 

 ⑵ 補助金に関する事務 

 ⑶ 現金（郵便切手等を含む）の保管に関する事務 

 ⑷ 収納に関する事務 

 ⑸ 他自治体において、リスクが顕在化した事例等 

 ⑹ 前回指摘した事項 

 ⑺ その他 

 

 



 
５ 監査の方法 

部長以下関係職員の出席のもと、あらかじめ提出を求めた資料により、事務事業の概況

について説明を受けるとともに、質問する等により事情聴取を行った。 

また、提出された資料と書類・諸帳簿等を主体として照合し、検討を加え、必要に応じ

関係職員に質問する等の手法により実施した。 

 

６ 監査の結果 

  監査対象部局ごとに、次に掲げるとおり。 
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農林水産部 

 

＜監査の結果＞ 

 

  財務に関する事務等の処理状況は、おおむね法令に適合し、正確で、経済的、効率的か

つ効果的に行われていると認められたが、次のとおり一部に改善を要する事項が認められ

たので、内容を十分把握し、それぞれ必要な措置を講じ、今後の事務処理に万全を期され

たい。 

  なお、事務処理上留意すべき点で軽易なものについては、口頭で留意又は改善を促した。 

 

 

＜是正改善を要する事項＞ 

１ 収入事務（その１） 

 

 使用料に係る収入事務において、指定金融機関等への払込みが遅延している例が認めら

れた。 

（農政流通課） 

 

※ フラワーセンター使用料として令和４年５月18日（水）に受領した現金については、

市財務規則第54条第５項の規定に基づき、遅くとも指定金融機関等の翌営業日である同

月19日（木）までに払い込まなければならないが、同月20日（金）に払い込まれていた。

【類例１件あり】 

 

 

いわき市財務規則 

（収納金の払込み） 

第49条の３ 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日のうちに現金等払込書（第16

号様式）に当該現金又は証券を添付して指定金融機関等に払い込まなければならない。ただ

し、指定金融機関等の営業時間後又は休日に係るものにあつてはその翌営業日に、出張して

収納したもの及び天災等の理由によりその日のうちに払い込むことができないものにあつて

は帰庁の日又はその理由の終了した日（指定金融機関等の営業時間後又は休日に帰庁し、又

はその理由が終了したときはその翌営業日）に直ちにこれを払い込まなければならない。 

 ２ （略） 

  （徴収又は収納事務の委託） 

 第54条 （略） 

 ２～４ （略） 

 ５ 第49条の３第１項の規定は、収入事務受託者がその徴収又は収納に係る収入金を払い込 

む場合の手続きについて準用する。この場合において、同項本文中「出納機関は」とあるの

は「収入事務受託者は、会計管理者が別に定める場合を除くほか」と、「現金等払込書（第16

号様式）」とあるのは「現金等払込書（第16号様式）及び収入金の内容を示す計算書（当該計

算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

つては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）を含む。）」と、「指定金融機関等」とあるのは「会計管理者又は

指定金融機関等」と読み替えるものとする。 

 ６ （略） 
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２ 収入事務（その２） 

 

 行政財産の附帯設備使用に伴う収入事務において、督促が行われていない例が認められ

た。 

（農政流通課） 

 

※ フラワーセンターフラワーライフ館の行政財産使用許可に伴う私用電気料について、

納期限である令和５年２月28日を過ぎても債務を履行しない者に対し、市債権管理条例

施行規則第３条の規定に基づき、納期限後20日以内（同年３月20日まで）に書面により

督促をしなければならないが、収納日（同年３月27日）までの間、督促が行われていなか

った。 

  なお、私用水道料においても、同様の例が認められた。【類例７件あり】 

 

 

いわき市債権管理条例 

（督促） 

第６条 債権管理者は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、規

則で定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。 

 

 

いわき市債権管理条例施行規則 

（督促） 

第３条 条例第６条の規定による督促は、履行期限後20日以内に書面により行うものとし、

督促に指定する期限は、当該督促をする日から10日以内の日とする。 
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３ 収入事務（その３） 

 

 使用料に係る収入事務において、収入事務受託者による領収証書原符の保管が不適切な

例が認められた。 

（農地課） 

 

※ 川前活性化センター使用料に係る収入事務については、市川前活性化センター使用料

徴収及び収納事務委託契約書第２条において、関係帳簿により経理しておくことが受託

者の履行義務として規定されているにもかかわらず、収入事務受託者が領収証書原符の

一部を紛失していた。 

   なお、これにより、収入事務受託者が使用者から使用料を徴収した時期を確認するこ

とはできないが、令和４年７月２日の川前活性化センターの使用に係る使用料について、

収入事務受託者から指定金融機関等への払込みが同年９月16日に遅延している例が認め

られた。【類例18件あり】 

  このことから、当該使用料は、市川前活性化センター条例第６条に基づき、前納しな

ければならないにもかかわらず、前納されていない可能性、又は市財務規則第54条第５

項において読み替えられた同規則第49条の３第１項及び第２項の規定により、収入事務

受託者は、使用料をおおむね１週間ごとにまとめて指定金融機関等に払い込まなければ

ならないにもかかわらず、払込みを遅延している可能性がある。 

 

 

いわき市川前活性化センター条例 

  （使用料） 

 第６条 第４条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定めるところに

より算出した額の使用料を前納しなければならない。 

 

いわき市財務規則 

  （収納金の払込み） 

 第49条の３ 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日のうちに現金等払込書（第

16号様式）に当該現金又は証券を添付して指定金融機関等に払い込まなければならない。た

だし、指定金融機関等の営業時間後又は休日に係るものにあつてはその翌営業日に、出張し

て収納したもの及び天災等の理由によりその日のうちに払い込むことができないものにあつ

ては帰庁の日又はその理由の終了した日（指定金融機関等の営業時間後又は休日に帰庁し、

又はその理由が終了したときはその翌営業日）に直ちにこれを払い込まなければならない。 

 ２ 会計管理者が指定する公所の出納員及び公所以外の分任出納員で収納金融機関が遠隔の地

にある場合等においては、前項の規定にかかわらず、おおむね１週間ごとにまとめて払い込

むことができる。 

  （徴収又は収納事務の委託） 

 第54条 （略） 

 ２ （略） 

 ３ 収入事務受託者又は市税等収納事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、

領収証書を交付しなければならない。 

 ４ （略） 

 ５ 第49条の３第１項の規定は、収入事務受託者がその徴収又は収納に係る収入金を払い込 

む場合の手続きについて準用する。この場合において、同項本文中「出納機関は」とあるの

は「収入事務受託者は、会計管理者が別に定める場合を除くほか」と、「現金等払込書（第16

号様式）」とあるのは「現金等払込書（第16号様式）及び収入金の内容を示す計算書（当該計

算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

つては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の
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用に供されるものをいう。）を含む。）」と、「指定金融機関等」とあるのは「会計管理者又は

指定金融機関等」と読み替えるものとする。 

６ （略） 
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４ 収入事務（その４） 

 

 行政財産使用許可に関する収入事務において、使用料の算定に誤りのある例が認められ

た。 

（林務課） 

 

※ 令和４年４月１日付けで行った行政財産使用許可に伴う電柱設置等使用料は、市行政

財産使用料条例第２条及び別表に基づき、電気通信事業法施行令別表第１に定める額に

より算定しなければならないが、算定にあたって適用すべき土地の区分及び線路等の種

類について、「山林以外の土地」の「本柱」を適用しなければならないにもかかわらず、

「山林」の「ケーブル」を適用して算定していた。 

  また、携帯電話基地局の設置に係る使用料については、市行政財産使用料条例別表に

定める「その他の場合」の区分を適用した額により算定しなければならないが、使用面

積を乗じずに算定していた。 

 

 

いわき市行政財産使用料条例 

  （使用料の額） 

第２条 使用料の額は、別表のとおりとする。 

 ２ （略） 

 
別表（第２条関係）（抜粋） 

区分 
使用料 

計算単位 額 

土地 

電柱その他これに

類する柱類（本柱、

支柱、支線柱、支線

等を各々１本とす

る。）を設置するた

めに使用する場合 

１本につき１年 電気通信事業法施行令（昭和60年政令第75号）

別表第１に定める額 

その他の場合 １平方メート

ル１日につき 

次の算式により算出される額 

財産台帳に記載された１平方メートル当たりの

土地の価格×3/100×1/365（又は366） 

 

 

 電気通信事業法施行令 

  （土地等の使用の対価の額の基準） 

 第８条 法第 132 条第２項第５号の対価の額の基準は、別表第１のとおりとする。 

 
別表第１（第８条関係）（抜粋） 
１ 山林 

種類 単位 金額（年額） 

裸線又は被線覆 本柱１本ごとに 1,210円  

ケーブル 本柱１本ごとに 870円  

 
 



 

6 

 

 
 
 ２ 山林以外の土地 

種類 単位 
金額（年額） 

田 畑 塩田 宅地 その他 

本柱 

本柱（Ｈ柱又は人形柱を除く。）、コンク

リート柱若しくは鉄柱１本又は鉄塔の使

用面積1.7平方メートルまでごとに 

（略） （略） （略） （略） 180円 

附属設備 ハンドホール又はマンホール１個ごとに （略） （略） （略） （略） 360円 
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５ 支出事務（その１） 

 

補助金の交付事務において、添付すべき書類の提出がないまま申請等を受理し、交付決

定を行っている例や、額の確定を行っている例が認められた。 

（生産振興課、農地課、林務課） 

 

【事例１】生産振興課 

※ 農業生産振興ブランド戦略プラン推進事業費補助金の交付事務において、市補助金等

交付規則第４条第１項第３号の規定による前年度決算書の添付がないまま申請を受理し、

交付決定していた。 

 

【事例２】農地課 

※ いわき市土地改良事業費補助金の交付事務において、市補助金等交付規則第４条第１

項第３号の規定による前年度決算書の添付がないまま申請を受理し、交付決定していた。 

また、市土地改良事業費補助金交付要綱第９条第２号の規定による支障移転工事費内

訳調書の写しの添付がないまま実績報告を受理し、額の確定を行っていた。 

 

 【事例３】林務課 

※ いわき市間伐促進強化対策事業補助金の交付事務において、市補助金等交付規則第４

条第１項第３号の規定による前年度決算書の添付がないまま申請を受理し、交付決定し

ていた。 

 

 

いわき市補助金等交付規則 

（補助金等の交付の申請） 

第４条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書（第１号様式）に次

に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。 

  ⑴ 事業計画書 

  ⑵ 収支予算書 

  ⑶ 前年度決算書 

  ⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の

一部を省略させることができる。 

（実績報告） 

第12条 補助事業者等は、当該補助事業等が完了したときは、その事業が完了した日から起算

して15日以内に、補助事業等実績報告書（第７号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。ただし、市長が指定する補助事業等については、この限りでない。 

⑴ 収支決算書 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

 

 

農業生産振興ブランド戦略プラン推進事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、いわき市農業生産振興ブランド戦略プランに基づき、農業の生産振興に係

る事業を行う者に対する補助金の交付に関し、いわき市補助金等交付規則（昭和 45年いわき

市規則第 24 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
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いわき市土地改良事業費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、農業生産基盤の整備及び開発を図るため土地改良事業及び別表第１に掲

げる事業を行う土地改良区、農業協同組合、福島県農地中間管理機構、土地改良事業共同施行

者及び農業経営体に対する補助金の交付に関して、いわき市補助金等交付規則（昭和 45年い

わき市規則第 24号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

（実績報告の添付書類）） 

第９条 規則第12条第２号に規定する書類は、土地改良事業においては次に掲げる書類とする。 

 ⑴ 工事請負契約書又は業務委託契約書の写し 

 ⑵ 支障移転工事費内訳調書の写し 

 ⑶ 工事の経過及びしゆん工写真 

 

 

いわき市間伐促進強化対策事業補助金補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、間伐を必要とする森林の集団的・計画的な間伐を促進させるため、間伐促

進強化対策事業に対する補助金の交付に関して、いわき市補助金等交付規則（昭和 45年いわ

き市規則第 24 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとす

る。 

 （申請書の添付書類） 

第６条 規則第４条第１項第４号に規定する書類は、間伐実施事業にあっては施行地ごとの事

業を示す図面、基盤整備事業若しくは間伐材利用拡大施設整備事業にあっては設計書又は流

通施設等整備事業にあっては機械施設の見積書若しくは設計書とする。 
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６ 支出事務（その２） 

 

補助金の交付事務において、補助事業の実績報告に対する調査が十分になされないまま

補助金の額を確定していた。 

（水産課） 

 

※ 市魚市場活性化対策事業費補助金の交付事務において、実績報告が行われた時点では、

補助事業である手数料の一部減免が行われていないにもかかわらず、十分な調査がなさ

れないまま、補助金の額を確定していた。 

 

 

いわき市補助金等交付規則 

（実績報告） 

第12条 補助事業者等は、当該補助事業等が完了したときは、その事業が完了した日から起算

して15日以内に、補助事業等実績報告書（第７号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。ただし、市長が指定する補助事業等については、この限りでない。 

⑴ 収支決算書 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

（補助金等の額の確定等） 

第13条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該補助事業等実績報

告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補

助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、

適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書（第８号

様式）により当該補助事業者等に通知するものとする。 

 

 

いわき市魚市場活性化対策事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市への水産物の水揚げを促進することにより、魚市場の活性化を図るた

め、徴収する手数料の一部減免を行う魚市場の卸売人に対する補助金の交付に関し、いわき市

補助金等交付規則（昭和45年いわき市規則第24号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 （実績報告書の添付書類） 

第７条 規則第12条第２号に規定する書類は、事業実績書（第３号様式）とする。 
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７ 契約事務 

 

 普通財産の貸付に係る契約事務において、申請書に連署されていた連帯保証人の要件確

認が行われないまま申請を受理し、契約を締結していた。 

（林務課） 

 

※ 普通財産の貸付に係る契約事務において、申請書に連署されていた連帯保証人が、市

財務規則第250条第２項第１号に定める連帯保証人の要件を備えているか確認が行われ

ないまま申請を受け付け、契約を締結していた例が認められた。 

   なお、当該連帯保証人の要件を確認の上、要件を備えていない場合は、契約の変更等

の必要な措置を講じられたい。 

 

 

いわき市財務規則 

 （普通財産の貸付） 

第 250条 財政部長は、普通財産を貸付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようと

する者から公有財産借受申請書（第 172号様式。以下「申請書」という。）を提出させ、市

長の決定を受けなければならない。 

 ２ 前項の申請書には、次に定める要件を備える連帯保証人に連署させるか又は相当の担保を

提供する旨の誓約書を添付させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認

める場合は、この限りでない。 

  ⑴ 引き続き２年以上市内に住所を有し、かつ、固定資産税の納税額が１万円以上である成

年者 

 ３ 前２項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合について準用する。 
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８ 財産管理事務 

 

郵便切手の管理に関する事務について、郵便切手等管理簿が整理されていない例が認め

られた。 

（生産振興課、卸売市場） 

 

【事例１】生産振興課 

※ 郵便切手等については、市文書等管理規程第48条第４項の規定に基づき郵便切手等管

理簿によりその受払いの状況を明らかにしておかなければならないが、監査実施時点（令

和５年４月21日）において、郵便切手等管理簿が整理されておらず、郵便切手の現物と郵

便切手等管理簿が一致していなかった。 

 

【事例２】卸売市場 

※ 郵便切手等については、市文書等管理規程第48条第４項の規定に基づき郵便切手等管

理簿によりその受払いの状況を明らかにしておかなければならないが、監査実施時点（令

和５年５月22日）において、郵便切手等管理簿が整理されておらず、郵便切手の現物と郵

便切手等管理簿が一致していなかった。 

 

 

 いわき市文書等管理規程 

  （発送） 

 第48条 （略） 

 ２～３ （略） 

 ４ 郵便切手又は料額印面の付いた郵便はがき等の受払いについては、郵便切手等管理簿（第

11号様式）により、その受払いの状況を明らかにしておかなければならない。 
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土木部 

 

＜監査の結果＞ 

 

  財務に関する事務等の処理状況は、おおむね法令に適合し、正確で、経済的、効率的か

つ効果的に行われていると認められたが、次のとおり一部に改善を要する事項及び検討を

要する事項が認められたので、内容を十分把握し、それぞれ必要な措置を講じ、今後の事

務処理に万全を期されたい。 

  なお、事務処理上留意すべき点で軽易なものについては、口頭で留意又は改善を促した。 

 

 

＜是正改善を要する事項＞ 

 

１ 収入事務（その１） 

 

 行政財産使用許可等に係る収入事務において、使用料等の算定に誤りのある例が認めら

れた。 

（土木課、道路管理課、河川課） 

 

 【事例１】土木課 

※ 令和５年２月21日付けで行った好間工業団地施設緑地の使用許可に伴う電柱設置等使

用料について、市行政財産使用料条例別表備考第２項の規定により、使用面積に端数が

あるときはこれを切り上げて算定すべきところ、端数切り上げを行わずに使用料を算定

していた。 

 

 【事例２】道路管理課 

※ 令和４年４月１日付けで行った案内看板設置に係る道路占用許可（更新）に伴う道路

占用料について、市道路占用料条例第４条第３号の規定により、表示面積に0.01平方メ

ートル未満の端数があるときはこれを切り捨てて算定すべきところ、小数点以下を切り

上げて算定していた。 

 

 【事例３】河川課 

※ 令和４年11月17日付けで行った行政財産（水路等）使用許可に伴う河川敷占用料につ

いて、その使用期間が令和４年11月21日から令和５年11月20日までであることから、令

和４年度分の使用料については、市河川流水占用料等条例第３条第４項第１号の規定に

より、１月未満の端数を１か月分とし、合わせて５か月分として算定すべきところ、日

割り計算で算定していた。 

 

 

いわき市行政財産使用料条例 別表（第２条関係） 

備考 

１ （略） 

２ この表に基づいて使用料を算出する際、面積、期間又は長さにつき、その計算単位に満た

ない端数があるときは、これを切り上げて計算する。ただし、期間につき、年単位のもので

１年に満たない端数月数があるときは、月割計算とする。 
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３ （略） 

 

 

いわき市道路占用料条例 

（占用料の額） 

第２条 占用料の額は、別表のとおりとする。 

（算出の基礎） 

第４条 占用料の額の算出基礎は、次の各号による。 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 表示面積（広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。）、占用面積若しくは占用物件の面

積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの

面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、そ

の全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて算出するものとす

る。 

⑷ （略） 

 別表（第２条関係） ※ 抜粋 

占用物件 
占用料 

単位 金額 

    円 

道路法施行令第７

条第１号に掲げる

物件 

看板（アーチ

であるものを

除く。） 

その他の

もの 

表示面積１平方メート

ルにつき１年 

960  

備考 

１～３ （略） 

 ４ 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 

 ５～６ （略） 

 

 

 いわき市河川流水占用料等条例 

  （流水占用料等の額） 

第３条 （略） 

２ 土地占用料の額は、別表第２に定める金額に、占用の期間に相当する月数を12で除して得

た数を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合において

は、同表に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する月数を12で除して得た数を

乗じて得た額の合計額とする。 

３ （略） 

４ 流水占用料等の額を算定する場合における端数の処理は、次のとおりとする。 

⑴ 占用の期間が１月未満であるとき、又はその期間に１月未満の端数があるときは、１月

とする。 

⑵～⑶ （略） 

別表２（第３条関係） ※ 抜粋 

使用目的 計算単位 金額 

その他工作物用敷地 １平方メートルにつき１年 200円 

備考 （略）  
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 行政財産（水路等）使用許可事務取扱要領 

（使用料の徴収等） 

第９ 市長は、申請者等から水路等の使用料を徴収する。 

２ 前項の使用料の額及び徴収方法については、いわき市行政財産使用料条例に基づき算出

（使用料算定書により）、徴収するものとし、使用許可書に併せて、納入通知書兼領収書・

受入通知書兼領収済通知書（市財務規則第15号様式）を発行する。（ただし、面的使用に対

する使用料は、土地価格による算出が困難なため、別途市長決裁（平成18年11月17日）を受

けた 徴収方針により、使用料条例別表の種類に寄り難いものとして、いわき市河川流水占

用料等条例を準用し、算定、徴収するものとする。） 
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 ２ 収入事務（その２） 

 

 行政財産使用料に係る収入事務において、督促が行われていない例が認められた。 

（河川課） 

 

※ 行政財産使用料（河川敷占用料）について、納期限である令和４年５月２日を過ぎて

も債務を履行しない者に対し、市債権管理条例施行規則第３条の規定に基づき、納期限

後20日以内（同年５月22日まで）に書面により督促をしなければならないが、収納日（同

年10月25日）までの間、督促が行われていなかった。 

 

 

いわき市債権管理条例 

（督促） 

第６条 債権管理者は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、規則 

で定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。 

 

 

いわき市債権管理条例施行規則 

（督促） 

第３条 条例第６条の規定による督促は、履行期限後20日以内に書面により行うものとし、督

促に指定する期限は、当該督促をする日から10日以内の日とする。 
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３ 支出事務 

 

 補助金の交付事務において、前年度決算書の添付がないまま申請を受理し、交付決定を

行っている例が認められた。 

（道路管理課） 

 

※ いわき市私道整備事業補助金の交付事務において、市補助金等交付規則第４条第１項

第３号の規定による前年度決算書の添付がないまま申請を受理し、交付決定していた。

【類例１件あり】 

なお、当該事例については、令和３年度定期監査においても同様に是正改善を要する

事項としたものであり、令和４年３月９日付けで措置通知書の提出があったにもかかわ

らず、措置が講じられていなかったものである。 

 

 

いわき市補助金等交付規則 

（補助金等の交付の申請） 

第４条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書（第１号様式）に次

に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 前年度決算書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の

一部を省略させることができる。 
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４ 契約事務 

 

 契約事務において、契約保証金の免除に関する手続きが不適切な例が認められた。 

（河川課） 

 

※ 緊急浚渫推進事業 好間川堆積土砂撤去業務委託の契約事務について、市財務規則第

136条第６項各号に該当しないにもかかわらず、契約保証金の納付を免除していた。 

 

 

いわき市財務規則 

（契約保証金） 

第136条 契約権者は、契約の相手方となるべき者をして、請負代金額又は契約代金額（単価

による契約にあつては、単価に予定数量を乗じて得た額）の10分の１以上の額（市有財産売

却システムによる一般競争入札にあつては、当該一般競争入札に係る入札保証金の額に相

当する額）の契約保証金を現金（現金に代えて納付する小切手にあつては、指定金融機関又

は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証したものに限る。）で納めさせなければ

ならない。 

２～５ （略） 

６ 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前各項の規定にかかわらず、契約保

証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 

⑴ 契約の相手方が官公署であるとき。 

⑵ 契約の相手方が、保険会社との間に市長を被保険者とする履行保証保険契約を締結し

たとき。 

⑶ 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

⑷ 契約（工事又は製造の請負契約並びに設計、測量及び調査の委託契約を除く。）の相手

方が、過去２年間に市若しくは他の地方公共団体又は国とその種類及び規模をほぼ同じ

くする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行

しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

⑸ １件の請負代金額が500万円未満の工事又は製造の請負契約を締結する場合において、

契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

⑹ １件の契約代金額が300万円未満の設計、測量及び調査の委託契約を締結する場合にお

いて、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

⑺ 随意契約（次号に規定する随意契約を除く。）を締結する場合において、請負代金額又

は契約代金額が50万円未満のもので、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそ

れがないと認められるとき。 

⑻ 土地又は建物の売却に係る随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

７～８ （略） 
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＜意見又は要望とする事項＞ 

 

収入事務（道路占用許可事務に係る内部統制強化について） 

 

 道路占用許可に伴う収入事務については、いわき市道路占用料条例により、占用料の額

及びその徴収方法が定められており、令和４年度に実施した支所の定期監査において、占

用料の算定に誤りのある例が認められたほか、複数の所属において、事務処理の遅延によ

り納入通知書を納期限到来後に送付した例が認められたところである。 

 道路管理課は、同条例の所管課であることから、当該事務について各支所に対し総括的

に指導・助言を行い、統率を図るべき立場であると考えられるが、今回の監査において、同

課においても占用料の算定誤りが認められるとともに、同じく事務処理の遅延により納入

通知書を納期限到来後に送付していたことが判明した。 

 占用料算定の実務は、処理件数や単価の種類も多いうえに、端数処理や占用期間の算定

など確認項目も多く煩雑である。また、年度末、年度初めは担当者間の引継ぎリスクがあ

ることに加え、前年度から許可期間が継続する占用物件について、当該年度分の占用料に

係る納入通知書を、短期間で大量に作成・発送しなければならず事務が集中することから、

遅滞を生じさせないためには前年度から計画的に取り組まなければならない。 

 このような中、リスクを最小限に抑え、事務処理の誤り・遅延を防止するには、課内の協

力体制の確保及びスケジュール管理の徹底を行うことはもとより、同じ基準で事務処理が

できるよう、法令例規に基づく適正な事務処理を予め明確化し、関係部署で共有すること

が必要である。現行では、道路管理課作成の『収入事務に係るミス防止マニュアル』が存在

するものの、算定誤りや事務処理遅延が複数の部署で生じている状況を鑑みると、その内

容が十分であるとは言い難い。 

 ついては、道路管理課と各支所経済土木課が連携し、事務処理の課題や誤りが生じやす

い点を洗い出したうえで、法令に適合した事務処理に向け必要な事項や標準的なスケジュ

ールについて、現行マニュアルの精度を高めるとともに、条例の定める納期限が実務に即

していないと判断される場合には、法令等との整合性に留意のうえ改正の必要性を検討す

るなど、事務の適正な執行を確保し、内部統制の強化に努めることを望むものである。 

（道路管理課） 

 

 


